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事 務 連 絡  

令和８年５月８日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市  

 

厚生労働省老健局高 齢 者 支 援 課  

認知症施策・地域介護推進課 

老 人 保 健 課 

 

 

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービ

ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

等の一部改正について」の発出に伴うＱ＆Ａ（令和８年５月８日） 

 

平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

第 255 回社会保障審議会介護給付費分科会（令和８年３月 30 日）において、

令和８年度診療報酬改定を踏まえた、「協力医療機関連携加算に係る要件変更」

及び「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について報告

し、本日「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所

サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支

援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て」等の一部改正について」（令和８年５月８日付け厚生労働省老健局高齢者支

援課長、認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知）が発出された

ところです。 

つきましては、別添のとおり、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）

及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について」等の一部改正について」の発出に伴うＱ＆Ａ（令和８年

５月８日）」を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の

上、管下市町村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏な

きよう、よろしくお願い申し上げます。 
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【居住系サービス・施設系サービス】 

○ 協力医療機関連携加算について 

問１ 協力医療機関連携加算について、｢電子的システムにより当該協力医療機関にお

いて、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、年

１回以上開催すること｣とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合

が該当するか。 

（答） 

  例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ＩＣＴを活用した地域医療

ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク（以下「地連

ＮＷ」という。）に参加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した当該介護保険施設等

の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連ＮＷにアクセスし

て確認可能な場合が該当する。 

この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急

変時の対応方針等についてそれぞれの患者について１ヶ月に１回以上記録すること。   

なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文

書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月１回の頻度で提供するこ

と。 

 

※ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和６年３月 29日）問３は一部修

正する。 
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【通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入所生活介護、（介護

予防）短期入所療養介護、（介護予防）特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療院、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、

（介護予防）小規模多機能型居宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅

介護】 

 

○ やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い 

問２ 「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。 

（答） 

・ 例えば、以下のような場合において、職員が一時的に不足する状況が該当する。 

・ 職員や家族の突発的な体調不良等により１か月を超える不在が見込まれる場合 

・ 職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合 

なお、職員や家族の突発的な体調不良等により１か月を超える不在が見込まれる場合に

おいては、公共職業安定所又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等に求人の申

込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人

材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意すること。 

 

 

問３ 「１年に１回に限り、」とあるが、１年はいつから起算するのか。 

（答） 

・ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如の発生が生じた日

の属する月の翌々月の初日から起算する。 

 

 

問４ 「公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行

っている場合においても、当該事業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表

する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい」とあるが、自ら

管理するホームページ等を有しない場合はどのように対応するか。 

（答） 

・ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。 

 


